
 

 

 

 

      

   

 

         

 

 

 

損保９条の会・生保９条の会 合同講演会

損保９条の会・生保９条の会 

沖縄県那覇市与儀公園に立つ日本初の九条の碑 

   ２０２４年 スペシャル シンポジウム 

「産業と平和」について考える 

報 集 告 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

開催日 ２０２４年１０月１９日（土） 

会 場 東京都北区「北とぴあ」15 階 ペガサスホール 

朗読 「こわしてはいけない」「するめ味の戦争責任」  

     （朗読の会「こだま」のみなさん） 

５つの産業からのスピーチ 「 私たちの産業と平和について語る 」 

 【損保】 「損保は平和産業」を胸に  浦上義人さん (全日本損害保険労働組合） 

 【生保】 生保業界と戦争・平和   久保木清三さん (元明治安田生命） 

 【海運】 民間船員の戦争体験と安保政策  平山誠一さん（元外国航路船舶機関士） 

 【出版】 戦争と教科書  寺川徹さん（出版労連教科書対策部） 

 【銀行】 アジアの平和と銀行  黒木信雄さん（元三井住友銀行） 

講演 「 今度こそ加害者の立場にならないために 」 

     斎藤貴男さん（ジャーナリスト） 

質疑応答      

 

報告集の上梓にあたって 

昨年秋、私たちは、２０２４年スペシャルとして、「産業と平和を考える」をテーマ

にシンポジウム方式の講演会を開催いたしました。それぞれに社会的・公共的役割を担

ってきた私たちの産業の戦前と戦後のあゆみ、そして今を捉えるなかで、戦後出発の原

点、「平和であってこその産業」ということを、改めて確認する重要な機会になったの

ではないでしょうか。また、各職場で業務を担っておられる現役の皆さまとも響き合う

テーマであり、産業に基盤をもつ職場九条の会ならではの特徴ある取組みになったと考

えています。 

 今年２０２５年は、戦後・被爆８０周年にあたります。日本原水爆被爆者団体協議会

（日本被団協）がノーベル平和賞を受賞したことをあらたな契機として、日本と世界で

核兵器禁止と、紛争を戦争にしない、外交と話し合いによる平和の枠組み構築への世論

と運動を高める年にしていかねばならないと考えます。この冊子が、より多くの方に

「産業と平和を考える」ツールとしてお読みいただき、活用いただくことを願うととも

に、今年のさまざまな運動にともに力を合わせてまいりましょう。 

 

                 ２０２５年２月 損保９条の会・生保９条の会 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1  - 



   

     

こわしてはいけない
混声合唱組曲 「 こわしてはいけない～無言館をうたう 」

詩：窪島誠一郎 曲：池辺晋一郎

父が聞いていた 古いレコード盤
窓辺に置かれた 可愛いマグカップ
中学時代の フタのない筆箱
時時止まってる 茶の間の古時計
半分とけてる 親子の雪ダルマ
かたむいた机 片脚だけの椅子
七十年前につくった 私たちの憲法

こわれそうになっても
こわしてはいけない 私たちの憲法

母が使っていた 底のへこんだ鍋
だれかから貰った 手さげ鞄のカギ
セロファンを貼った ガラスの万華鏡
紐のきれそうな バスケットシューズ
あなたと別れた 一人だけの明日
バネの出たソファ ヒビ割れた額ブチ
七十年前につくった 私たちの憲法

こわれそうになっても
こわしてはいけない 私たちの憲法

こわれそうになっても
こわしてはいけない 私たちの憲法
こわしてはいけない 私たちの憲法
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レジメにあるとおり３つのテーマで、損保と

平和についてお話しします。損害保険の用語は

解りづらいものが多いのでなるべく平易な言

葉でお話しします。 

戦争への加担、補償機能の滅失 

レジメのはじめにある「再保険」という言葉

ですが、損害保険は、あらゆる物の経済的な逸

失利益を補償するしくみなので、巨大なリスク

を補償する場合があります。例えば、原子力発

電所などの巨大な工場になると、一度損害を受

けると何百億円などという金額を補償しなけ

ればならなくなりますから、１社で引き受ける

とその事故だけで経営が成り立たなくなる場

合があります。そうしたことから、それを回避

するために、「再保険」ということで、海外の保

険会社に一定割合の保険料でリスクを引き受

けてもらうことで、何社かでリスクを受け持つ

しくみになります。 

この「再保険」のしくみですが、資料①の昭

和 14 年 11月に、イギリスとの関係が悪化して

「再保険」を国内で消化せざるを得なくなり、

開戦時の昭和 16年には、ほぼ 100％を国内で消

化することになったと記載しています。海外へ

の再保険のしくみが使えなくなったというこ

とで、損害保険が成り立たなくなりました。 

また、同じく 14年には、戦争経済の進展に即

応して損害保険事業の新体制を確立するため

に、保険業法が大幅に改正されました。その特

徴点は、監督官庁の大臣が保険会社の業務停止 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

の権限や、合併を指示する権限をもってしまう

ことになり、損害保険が戦時体制下に組み込ま

れ、戦争に加担することになってしまいまし  

た。そして、物価水準を凍結する価格停止令が

公布されたことによって、本来、危険の増減に

よって随時調整の必要な保険料率が、その時点

の水準に据え置かれることになりましたから、

いくらリスクが高くなろうが、保険料を引上げ

ることができなくなり、適正にリスクを補償す

る機能も滅失しました。 

  戦後招いた保険料高騰 

戦後はどうなったかということですが、資料

①の２を見てください。昭和 22 年の保険料率

の引上げが５回もあります。飯田の大火は有名

ですが、戦後、どの地域でも住む家は「バラッ

ク」ばかりで、一度火災が起きれば、周辺のバ

ラックがすべて燃えてしまうという時期でし

た。先ほど話をしたようにリスクが高まれば保

険料を引上げなければ補償できなくなるので、

必然的に保険料を上げなくてはならなくなり

ました。１年間で、工場を対象にした火災保険

は 130％値上がりし、住宅は 109％、倉庫は 70％

保険料が上がりしました。 

産業と平和について考える 

【損保】「損保は平和産業」を胸に   

浦上義人さん （全日本損害保険労働組合中央執行委員長） 
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1 年でこんなに保険料が上がれば、戦後やっ

と暮らしている庶民は保険を付けられなくな

ってしまったということになります。したがっ

て、戦後も安定的に保険を普及することはでき

ていなかったということになります。 

このように戦争を機に、損害保険は戦争へ加

担し、安定的に補償するという仕組み自体も成

り立たなくなってしまいました。 

その反省のもとに、①の３にあるとおり、昭

和 23 年に「契約者の保護」、「保険事業の健全な

発展」、「保険契約者平等の原則」という理念で、

損害保険料率算定会を設立させて、安定的に損

害保険を普及することができるようになりま

した。その後は、都度問題も生じましたが、損

害保険事業は発展してきました。 

 自衛隊海外派遣に伴うＰＫＯ保険 

次に、資料②、自衛隊派兵と損害保険の関係

です。今お話ししたように、損害保険は戦争が

なく平和でないと健全な仕組みとして存立し

ないということが明らかになっているわけで

す。よって、戦争や内乱、武力行使に巻き込ま

れた場合は、通常の損害保険では補償されない

こととなっています。 

ただ、1992 年に政府がカンボジアへ、「停戦

合意を派遣前提」とするＰＫＯ活動に従事する

ということで自衛隊を派遣しました。その際、 

自衛隊員のためにＰＫＯ保険を作りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 2015 年当時、損保 9 条の会事務局提供 

自主的に入りたい隊員に入っていただくとい

う保険で、現地での傷害による死亡を補償しま

した。その後、このＰＫＯ保険は、国の補償を

超えて支払われるということで、自衛隊員を派

遣することに貢献したわけです。 

そうしたなか、2003 年 3月イラク戦争が勃発

し、日本政府、小泉首相は「イラクは戦争地域

ではない」という前提で 7月に「イラク復興支

援特措法」をつくり、非戦闘地域への派遣であ

り復興支援だとして自衛隊をイラクへ派遣し

ます。その時に、損害保険会社は、政府の要請

に応じ、政府の言う「戦争地域ではない」とし

ていることを理由に、大手 7 社がＰＫＯ保険の

適用を決めて共同で引き受けました。 

でも、これは「特措法」によって、イラクの

市民を弾圧し殺戮するアメリカ軍に加勢する

ために自衛隊を送り込んだもので、本来、ＰＫ

Ｏ保険の適用にはなりません。しかし、資料に

も記載しましたが、引き受けた後、損保関係者

は、「特措法が成立した 7月末段階では、人道支

援と思っていた。商品開発のと、実際に保険の

引き受けを承認し、販売するまでの間に、現地

がこれほど危険な状況になると思っていなか

った」と言っています。 

そして「特措法」上、非戦闘地域への派遣だ

から「話が違う」とは言いにくい、防衛庁との

今後の取引もあるから、自分の会社だけ共同保

険に参加しないとは言いづらいと言い訳をし

ていますが、このことは間違いなく太平洋戦争

の時と同様で、戦争に損害保険が加担したとい

うことになります。 

先の戦争で加担させられ、産業として成り立

たなくなった損害保険の歴史は先ほどお話し

した通りです。イラク戦争時にＰＫＯ保険を適

用したことは、その反省や教訓を顧みず、再び

歴史を繰り返したということです。損保に働く

ものとして、平和でないと成り立たない損保産

業ということを今一度認識しなければならな

い重大な問題となりました。 

もし、憲法 9条が改悪されると「特措法」な

PＫＯ保険（自衛隊等の固有危険補償特 
約付海外旅行傷害保険） 

 セットＦ契約の場合 

保険金額   

傷害死亡・後遺障害 ３，０００万円 

傷害治療費用      ７００万円 

疾病治療費用      ７００万円 

疾病死亡      ３，０００万円 

救援者費用       ５００万円 

保険料（1 か月）     ６，８００円 
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どという個別法規とは比べ物にならないほど

の影響を受ける事になります。ですから、平和

を守る、平和でしか成り立たない損保産業を守

り健全に産業を発展させていく、という意味か

らも、憲法改悪を許してはいけないということ

が私ども全日本損害保険労働組合（全損保）の

運動方針となっています。 

 全損保 平和を守るとりくみ 

３つ目のテーマになります。資料③のとおり、

全損保の平和に対する運動と思いです。お話し

してきた損害保険と戦争との関係、戦争へ加担

させられた歴史、反省や教訓のなかから全損保

の平和に対する運動方針は生まれています。 

全損保は、前身の損害保険従業員組合連合会

から、「同じ産業に働く仲間たちと同じ要求を

掲げ、統一した力でたたかいとろう」という考

えのもと、3 年間の論議を経て 1949 年 11 月に

産業別単一組織として誕生しました。全損保の

綱領は、誕生から 70 年以上経った今も変わっ

ていません。資料にも一部紹介しているとおり、

「損保産業を健全で民主的に発展させるため

にたたかいます」、「国民・労働者と幅広く連帯

し平和と民主主義を守るためにとりくみをす

すめます」とあります。これらは、先ほどお話

しした歴史から生まれたものですし、その根底

にあるのは「損保は平和でないと成り立たな

い」、「損保は平和産業」ということです。 

ですから、全損保は、結成以来一貫して平和

へのとりくみを行ってきました。その一つが原

水禁世界大会に連帯した平和のとりくみです。

1955 年 8 月 6 日の第 1 回原水爆禁止大会に 20

名の代表派遣をおこない、8 月 9日には、「全損

保の平和集会」を 100名が参加して広島で開催

しました。その集会を記念して、広島市に「ソ

テツの木と石」を寄贈し、広島平和記念公園内

に植樹しました。 

広島公園内に記念碑建立 

この後、こうしたとりくみを続けるなか、

1964 年 9 月に開催した第 21 回全国大会で、当

時の広島地協から「被爆 20 年を記念して記念

碑を建設する」という運動が提案され、全国の

組合員がカンパを寄せ、資料にある碑文も、組

合員から応募して決定し、翌 1965 年 8 月に建

立されました。現在でも、広島平和記念公園の

中に労働組合として記念碑をもっているのは

全損保だけです。 

今年も開催しましたが、毎年、原爆投下の前

日の 5日には、「損保平和交流集会」を開催し、

被爆体験をされた方などの話を聞いて平和の

大切さを感じ、6 日朝には、記念碑前で「損保

従業員原爆犠牲者慰霊祭」を行って写真にある

ように、参列者が花を手向け、全国の組合員か

ら送られた折り鶴を記念碑に手向けています。

慰霊祭の後、現地組合員の説明で公園内にある

記念碑を回る「慰霊碑巡り」も行うなど、その

とりくみ全てが若手組合員の平和教育の場と

して続いています。 

碑文は、資料のとおりですが、 

なぜあの日はあった  

なぜいまもつづく  

忘れまい あのにくしみを  

この誓いを 

というもので、原爆投下の非人道性を訴え、平

和への誓いを忘れないとの宣言になっていま

す。 

損保だけではなく全産業的にやはり平和で

ないと産業は成立たないと思っています。平和

を守るために、それぞれの産業を守るために、

私たちの生活を守るために、全損保として、憲

法を勝手に変えさせないとりくみをこれから

も頑張ってやっていきたいと思います。以上で

報告を終わります。 

 

 

 

  ＰＫＯ保険のその後 

司会 先ほど、紹介あったＰＫＯ保険です

浦上さんに対する質疑応答 
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が、自衛隊員が死亡した時に保険金を支払

うといった内容ですけれども、これはその

後、南スーダンとかシナイ半島派遣だとか

いろんなことが起きてるんですが、このＰ

ＫＯ保険はそのまま適用が続いてるという

理解でよろしいですか？  

浦上 ちゃんと確かめてるわけではありませ

んが、仕組みとしては残っていますので、

戦闘地域ではないということにされれば、

ＰＫＯ保険は適用するということで、引受

けをしていると思います。先ほど 7 社の大

手で引受けたと言いましたが、その後保険 

会社が合併統合して 3 つの大きなグループ

になっていますので、おそらくそこで引受

けをしてるんじゃないかというふうには思

います。 

被団協ノーベル平和賞について 

司会 先ほどの 全損保労働組合の平和の取組

みについて触れられましたが、最近嬉しい 

話で日本被団協のノーベル平和賞受賞のこ

とがありましたね。かなり粘り強い運動で

到達したと思うのですが、一緒に運動して 

 

 

こられた仲間としてどのように受け止めら

れましたか。 

浦上 そうですね、全損保としてまだ論議を

してないので個人的な見解ですが、日本政

府が核兵器禁止条約を批准しない、オブザ

ーバー会議にも出席をしない、ということ

に対する、まあ、かなり厳しい指摘なんじ

ゃないかなというふうに思っています。 

私はほぼ毎年８月に広島に行きますけれ

ども、現地の広島の方々からすると、何し

ろ非人道的なこの核兵器というものは許せ

ないんだということをかなり多くの方が言

われますし、そういう教育もされています

ので、そういう面では広島の方、長崎の

方々の気持ちを代弁するものだったんじゃ

ないかと、すごく大きなことなんじゃない

かなというふうには思ってます。  

以前、ＩＣＡＮ（核兵器廃絶国際キャン

ペーン）が受賞した際に同じように感じま

したが、今回はとりわけ日本被団協が受賞

されたということで、いっそう意義深いこ

とと感じています。 
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全損保資料 ①  戦争に加担させられていった損保産業の再生 

 

１．戦争体制を補完させられた損保産業  

○ 昭和 14 年（1939 年） 損害保険会社 48 社  

 ・3月 「改正保険業法公布」 主務大臣に命令権を付与し経営への参画が可能に  

 ・11月 イギリスとの関係が悪化し、再保険を国内で消化せざるを得なくなった  

     ⇒昭和 16年（太平洋戦争勃発）には再保険のほぼ 100％を国内消化に  

○ 昭和 17 年（1942 年） 損害保険会社 39 社  

 ・10月 損害保険統制会設立 損害保険事業へ国策の遂行に協力することを目的  

○ 昭和 19 年（1944 年） 損害保険会社 17 社  

 ・戦禍拡大で保険市場が縮小  

  ＜被災額の割合＞ 火災保険対象物件 建築物 25％、工場用機械 34％  

  ＜船舶・積荷保険＞ 終戦直後の船舶量は、開戦時比で 22％    

  

２．戦後、大火災が頻繁におこり保険料が乱高下し消費者に負担  

○ 昭和 22 年（1947 年） 損害保険会社 16 社  

 ・1月 火災保険料率引上げ 普通・倉庫；35％、工場；80％  

 ・4月 飯田市大火 3700 棟が焼損  

 ・8月 火災保険料率引上げ 普通；25％、工場；15％  

 ・11月 火災保険料率引上げ 普通；49％、工場；35％  

 ・12月 火災保険料率引上げ 倉庫；35％  

  

３．「戦争加担」への反省のもとで損保事業の健全な発展へ  

○ 昭和 23 年（1948 年）  

 ・7月 損害保険料率算出団体に関する法律公布  

⇒損害保険業界における共同行為の必要性を認め、独禁法等との調整をはかりつつ損害

保険事業の健全な発達を期することを目的  

⇒同法に基づく保険料率については独禁法の適用除外となる  

・7月 保険募集の取締に関する法律公布  

⇒「契約者の保護をはかり、あわせて保険事業の健全な発達に資するとともに、保険契

約者平等の原則と公正競争の確保という要請を満たすこと」を目的  

 ・11月 損害保険料率算定会を設立  

※こうした諸施策により、戦前、戦後にしばしば生じた料率の乱高下と料率協定という不

健全な環境が終わり、安定した料率を提供できるようになった。  
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全損保資料 ②  自衛隊派兵に関する保険との関係  

  

ＰＫＯ（国連平和維持活動）保険を準用した“イラク派遣保険”の危うさ  

○ ＰＫＯ保険とは  

・ 1992年カンボジアＰＫＯに合わせて設けられた。  

・ 停戦合意を派遣の前提とするＰＫＯ活動に従事する隊員向けにできた保険商品で希

望する隊員が自主的に加入する  

・ 一般の海外旅行傷害保険などは、戦争や内乱、武力行使に巻き込まれた場合の保険

金の支払いが免責されている。しかし、ＰＫＯ保険は例外的に支払われる  

○ イラク派遣自衛隊に「ＰＫＯ保険」を適用  

・ 自衛隊派遣に関連し、大手損害保険 7社が、「ＰＫＯ保険」を適用することとし、共

同で引き受け。  

・ 誰が見ても戦争地域であるイラクだが、イラク特措法に基づく今回の派遣を政府の

「非戦闘地域への派遣」という建前で、損保各社がＰＫＯと同じ扱いにすることを

判断（2003 年７月末）  

・ 派遣される自衛隊員が任意に加入する（防衛庁は加入を積極的に勧誘した）  

＜保険内容＞※満額加入すると政府が補償する 1億円を加えて 2億円の給付  

傷害死亡・後遺障害保険金・・・１００，０００千円～１０，０００千円 

支払保険料 ・・・1ヵ月  １５，６１０円～３，２１０円  

             12ヵ月 １８７，３２０円～３８，５２０円  

             24ヶ月 ３２７，６００円～６７，４４０円  

 ⇒「政府は戦争ではないと説明しており、派遣隊員は十分訓練されている」「過去の 

ＰＫＯで死亡例がない」と損保関係者は説明  

 ⇒一方で、「イラク特措法が成立した 7月末段階では、人道支援と思っていた。商品開

発はその直後。承認、販売までの間に現地がこれほど危険な状況になると思ってい

なかった」「法律上は非戦闘地域への派遣ですから、『話が違う』とは言いにくい」

「防衛庁との今後の取引もあるから、大手の中で自分のところだけ共同保険に乗ら

ないとは言えない」が本音  

 ⇒派遣された自衛隊には保険を適用するが、民間人（報道関係等）で殺害された人の

保険金支払い請求に対しては、通常の海外旅行保険であり、Ａ社は免責として裁判

で争っている  

※ 上記以外にも、2001年 10月から始まった米・英のアフガニスタン空爆等に対するビン

ラディン・タリバン等によるテロ行為（報復テロ）について傷害保険の支払対象とした  

 

このように、戦争に加担する動きは戦前の歴史を繰り返す危険性をもっており、 憲法改悪がそ

の動きを法的な面でも後押しすることになる   
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全損保資料 ③  全損保の平和に対する運動と思い 

 

○ 全損保綱領より(損保従連より引き継ぐ) 

・ 私たちは損保産業を健全で民主的に発展させるためにたたかいます 

・ 私たちは国民・労働者と幅広く連帯し平和・民主主義を守るためにとりくみをすすめ

ます 

○ 結成以来、一貫して憲法を遵守し平和のとりくみをおこなってきた 

⇒1955年 8 月 6日 第 1回原水爆禁止世界大会へ 20名の代表派遣 

     8 月 9日 「全損保の平和集会」開催（広島）＝100名の参加 

※集会を記念して広島市に「蘇鉄の樹と石」を寄贈し、平和公園内に植樹 

⇒1965年 被爆 20周年を記念し、平和公園内に「記念碑」を設置 

○ その後も、原水禁世界大会およびＮＰＴ再検討会議への参加等のとりくみを重ね、 

現在は毎年、広島での「平和集会」「慰霊祭」および「公園内慰霊碑巡り」を継続している。 

 

 

碑文 

なぜあの日はあった 

なぜいまもつづく 

忘れまい あのにくしみを 

この誓いを 

－被爆 20 周年 

1965 年 8月 6日建立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 損保産業は、平和でなければ成り立たない産業 

※ 「平和産業」としての損害保険を守るためにも、憲法改悪は許さない運動を！ 

 

 

全損保慰霊祭と慰霊碑巡り 

2024 年 8月 6 日 
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Ⅰ.１５年戦争下の生命保険業界 

昭和に入って、日本は急速に戦時体制へと進

んでいきました。満州事変、日中戦争、アジア

太平洋戦争と無謀な侵略戦争を遂行し、ついに

日本は大破局にいたりました。 

戦時体制下では生保業界も例外ではなく、国

による様々な統制を受け、国策への協力を求め

られました。これに対し、業界は生命保険協会

を中心に協力し、そして敗戦により大打撃を受

けます。その経過をいくつか事例を取り上げて

振り返って見たいと思います。 

 

１． 戦時体制下の生保業界 

（１）国債の大量引き受け 

戦費調達のため国は生保会社に対しても国

債の大量引き受けを要求、その結果生保会社の

保有資産のうち国債の占める割合が急増し、資

産運用利回りは低下し、契約者配当を引き下げ

る結果となりました。(明治生命では国債が最

大で保有資産の 3割になった。） 

生保業界では、高料率・高配当を販売戦略と

する会社も多くありましたが、会社にとっては

大きな痛手となりました。 

（２）国策による海外投融資の増大、満州国生

命創立への参画 

国策会社、植民地の会社を中心とする海外へ

の投融資が増大、これが敗戦による莫大な資産

喪失につながりました。また関東軍の要求を受

けて生命保険協会として満州国生命保険株式

会社設立に参画しました。 

（３）戦争死亡保険金の無条件支払いなど    

戦前は戦争死亡に対する支払いは会社によ

って相違がありましたが、無条件支払いが申し 

 

 

 

      

 

合わされ、後に国が再保険を引き受けることと

なりました。国の主導であらたに死亡傷害保険

が創設され、総ての生保・損保が引受け会社と

なり、これも最後は国が引受会社となりました。 

このように、戦争末期には引受け基準や料率 

設定などにおいて平時の生命保険の理論とは

かけ離れた｢保険制度｣が作られていきました。 

（４） 徴兵保険の販売、普及 

徴兵保険は明治３１年に取扱いが認可され 

た保険商品で、１５歳以下の男児を加入者とし

て、徴兵検査の後、入営した場合は額面保険金

を支払い、入営に至らなかった場合は、払込保

険料相当額を支払うという仕組みです。入営に

より一家の稼ぎ手が無くなるという経済的損

失を補填すると共に、出征者に後顧の憂いをな

からしめることを目的とする保険でした。

 

徴兵保険は国の貯蓄奨励策もあって、有力専

門２社によって相当の普及を見ました。昭和の

戦時体制の前から販売されていた保険ですが、

【生保】生保業界と戦争・平和   

久保木清三さん （元明治安田生命保険） 
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戦前の徴兵制度を支えた保険商品であり、決し

て再現を許してはならないものとして記憶に

留めておく必要があります。 

 

２． 敗戦による生命保険業界の危機 

１５年に及ぶ戦争と敗戦により、生保業界も

壊滅的打撃を受けました。 

（１）海外資産の喪失 

多くの生命保険会社が国策により、植民地を

中心に多額の投融資を行ってきましたが敗戦

によりこれらの海外資産をすべて失いました。

生保業界平均では、全保有資産の 36％、私の勤

務していた旧明治生命では総資産の 48.8％を

失ったとその社史に記録されています。 

（２）インフレーションによる経営危機 

敗戦による激しいインフレーションは、戦前

の既契約の価値を毀損し、国民の生命保険への

信用を一挙に失墜させました。又、政府指示に

より、高額契約の「棚上げ」（保険金の支払いや

解約の一時凍結）が行なわれ、生命保険の信用

失墜に拍車をかけていきました。生保の経営も

戦争死亡保険金支払いの急増、新規契約の不振、

インフレによる事業費の拡大により、その再建

は困難を極めました。 

 

Ⅱ. 現代の生保業界と平和の問題を考える 

敗戦後、日本は急ピッチで経済的発展を遂げ、

生命保険業界もそれと並行して発展を遂げま

す。外資系生保の進出も相次ぎ、今やアメリカ

と共に最も生命保険が普及した「保険大国」と

なりました。 

生保業界に限らず、日本の産業が戦後大きく

発展した背景には、７０年以上にわたって日本

は戦争をしなかったことがあることは間違い

ありません。その上で、さらに現代の生命保険

業界にとってどのような意味で平和が重要な

のかを考えてみたいと思います。 

 

 

１．生命保険契約約款における戦争支払い免責

条項の意味 

現在の生命保険約款には支払い免責条項が

あり、戦争その他の変乱による死亡の場合には、

死亡保険金を支払わない、もしくは減額して支

払う旨規定されています。この条項の依って立

つ根拠は、生命保険の料率を決める際の基礎と

なる死亡率がどのようにして決められている

かにあります。 

現在日本の生命保険会社において、死亡保険

の料率算定に使用する死亡率は、国民の「平時」

の死亡率、具体的には、国内の生命保険会社が

保有契約から蓄積したデータを基にして作成

した「日本全会社生命表」を使用しています。   

この死亡率をもとに予定利率や事業費率を

加え、収支相等となるように保険料率は決めら

れています。従って、太平洋戦争規模の戦死、

戦災死者が出るような事態には死亡保険金は

支払えないという商品構造になっているので

す。すなわち、生命保険は事業の出発点からし

て、平和が必要な産業と言わなければならなり

ません。 

２ 生保の海外進出と求められる平和な国際

環境 

経済成長の停滞、少子高齢化の影響も相まっ

て、生保の国内市場は成熟から縮小の時代に入

っています。そのため、日本の生保はあらたな

収益源を海外に求めるべく、外国生保・損保会

社の買収、あるいは資本参加を盛んに行ってい

ます。投資対象地域もアメリカ、ヨーロッパか

ら東南アジアにまで広がってきています。大手

生保の決算時における海外収益の割合は年々

増加しています。 

私が勤務していた明治安田生命を例にとれ

ば、資本参加によりグループ会社化した海外の

保険会社は６社におよび、その地域も米国２社、

ポーランド 1社､タイ 1社、インドネシア１社、

中国 1社となっており、２０２２年度の海外グ

ループ会社の保険料収入は４，５１７億円にな

っています。平和な国際環境は、他の多くの産
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業と同じく生保の経営の安定にとっても極め

て重要であることは明らかです。 

３． 今の生保経営にみる平和志向のシグナル 

今日の生保経営のもう一つの大きな特徴は、

ＳＤＧｓ的思考（注）を取り入れ、持続可能（サ

スティナブル）な社会形成への貢献をスローガ

ンに、従来の本業を超えた様々なとり組みを行

っていることです。具体的には、大手生保は死

亡保険、入院給付、年金といった従来からの保

険サービスに加え、健康増進、気候変動への対

応、地球環境保全、こどもの健全育成、地域社

会における絆づくりなどの取組みを実施して

います。また、投資部門に於いては、ＥＳＧ（環

境･社会・企業統治）投資を重視していますが、

その中でネガティブスクリーニングという審

査プロセスがあります。これは投資にあたって

は、核兵器､生物化学兵器、クラスター爆弾、対

人地雷などの非人道的兵器を製造する会社に

は投資しない、という基準です。（大手４社のホ

ームページで確認できる。以下は日本生命） 

  

私たち生保９条の会は、生保経営のこの様な

資産運用方針を支持します。ＳＤＧｓ的思考を

取り入れた最近の生保経営戦略は、あらたな情

勢に直面した生保経営が生き残りを図ろうす

るものであろうけれども、同時にこれはこの間

の世界中の国々で繰り拡がられてきた平和と

人々のいのち、地球環境を守ろうとする様々な

運動の反映でもあります。 

私たち生保 9 条の会は、生保経営戦略に表れ

た平和を志向する方針や社会に貢献する方針 

には注目し、これを支持し、これをかけ橋とし

て現役世代との対話を拡げていきたいと考え

ています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世論と運動をいっそうひろげて 

司会 企業における投融資に関してネガティ

ブスクリーニングというのがありましたが、

生保会社にそういうのがあって核兵器製造

など列挙されていました。ほかにも軍事に係

る産業 ・企業があるわけで、ネガティブスク

リーニング対象を列挙されている兵器以外

にも広げた方がいいんじゃないかと考える

のですが、この点はいかがですか。 

久保木 そうですね。兵器の範囲を広げるとな

ると、私が言った会社の関係で言うと、三菱

重工とか、川崎重工、三菱電機 、ＮＥＣとか

いろんな会社があって、兵器を造っています。

だからといってその会社に、取引ファイナン

スをやめるっていうのはなかなか一朝一夕

には、ストレートには難しい。やっぱり世論

と運動を相当広げていく必要があります。今

は非人道的というところで運動強化がある

のですが、非人道的枠を取り払って広げる運

動の蓄積が必要で、そういう方向性を目指し

ていかなければと思います。  

 

ＳＤＧｓはＳｕｓｔａｉｎａｂｌｅ 
Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ 

持続的開発目標の略称。気候変動、
工業化による環境汚染、貧困と飢餓の
拡大、紛争の拡大などの事態を解決する
ため、２０１５年の国連総会で決議さ
れ、各国政府、企業、市民社会に呼び
かけられた開発目標。１７の項目から
成っている。 

クリーンエネルギー、飢餓の解消、
豊かな海と緑を守る、教育の普及充
実、ジェンダー平等等が掲げられる他、
第１６項には「平和と公正をすべての人
に」もかかげられている。 

久保木さんに対する質疑応答 
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１． 海運と日本 

日本は、周囲をすべて海に囲まれているこ

とから海洋国家とも称されています。世界と

陸地で繋がっている大陸国家と違って、エネ

ルギーや食糧はじめ日本経済を支え、日々の

国民生活に必要な物資や資源の９９％は、海

上輸送によって確保されています。 

私もかつては外国航路の船舶機関士として

貨物船に乗り、ペルシャ湾からプロパンガス

の原料を運んだり、鉄鉱石をアフリカやイン

ド、オーストラリアから運んだり、様々な物

資を運んだ経験がありますが、長期間、陸上

の暮らし、家族との団らんからは隔離され、

時には食事も満足にとれない、大しけと闘う

海上職場にあって、ある種の使命感が、自ら

の船員職業を支えていたことを思い出しま

す。 

 

２．民間船員の戦争体験 

次に、船員の戦争体験という点で申し上げ

れば、まず、かつての太平洋戦争では、船員

は民間人でありながら、国家総動員体制のも

と、文字どおり根こそぎ強制動員され、１４

歳の少年船員２０００人を含む６万人余が戦

没、その死亡率は陸軍、海軍軍人の約２倍、

４３％にものぼりました。開戦当初から、日

本を敗北に追い込むため、徹底した海上交通

路の破壊作戦を、第一の戦略とした米軍作戦

によって、世界第３位を誇った日本商船隊は

文字通り壊滅、１０トン以上の商船２５６８ 

隻、８４０万トンが沈められました。その

他、人間レーダーとして、哨戒任務に動員さ 

れたマグロ漁船や機帆船、はしけのような小

型の船舶まで合わせれば、１５０００隻とも

いわれる民間船が犠牲となりました。 

 

 

 

 

 

 

   

こうした悲惨な歴史の記録についてです

が、２０００年８月、神戸の元町にある全日

本海員組合・関西地方支部に「戦没した船と

海員の資料館」が開設され、海員不戦の誓い

の証として、その後、多くの来場者を迎えて

います。来場の皆さんが異口同音に述べられ

ることは「こんなに多くの商船が沈められ、

民間の船員も多大な犠牲を強いられたことは

知りませんでした。大変勉強になりました。」

という感想です。会場の皆さんも、機会があ

れば是非訪れてください。資料館のあらまし

はＨＰで確認出来ます。 

※下は資料館入口の不戦のプレート。 

  

１９４５年８月１５日の終戦を迎えても、

民間船員には平穏な日々が待っていたわけで

はありません。海外に残された６４０万人の

軍人や民間人、日本に残された１３０万人の

中国人・朝鮮人合わせて７７０万人の復員輸

送に、再びマッカーサーの命令により、強制

【海運】民間船員の戦争体験と安保政策   

平山誠一さん （元外国航路船舶機関士） 
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動員されました。リバティー型といわれる米

軍供与の輸送船などを利用して、日本周辺に

残る１１０００発といわれる未処理の機雷の

危険な海を航海、事故なくこの大事業を成し

遂げるわけでありますが、まもなく今度は朝

鮮戦争が始まります。民間船員も駆り出され

ＬＳＴなどに乗り組み、米軍輸送に従事。そ

の後も中東戦争、ベトナム戦争、イラン・イ

ラク戦争、湾岸戦争といった国際武力紛争に

巻き込まれ、そのたびに一般日本人でありな

がら、船員という職業を選んだことで、命の

危険にさらされる過酷な経験を強いられてき

ました。 

 

 

 

３．船員・海運産業と有事法制 

この機会に、戦後における船員・海運と有

事法制とのかかわりについて少し話をいたし

ます。１９６５年に発覚し国会で大問題にな

った「三矢研究」をご存じの方も多いと思い

ます。第二次朝鮮戦争を想定した、自衛隊制

服組による有事研究では、民間船員や船舶は

真っ先に動員対象とされました。１９８１年

には福田内閣の下で進められてきた、本格的

な有事法制研究が報告され、「船員や航空パイ

ロットは徴用の対象」とされました。１９９

９年、小渕内閣の時に日米新ガイドラインに

もとづく「周辺事態法」が制定されました。

朝鮮有事を想定した米軍の作戦行動に対する

「民間協力」条項が規定されますが、当然の

ことながら民間商船もその対象とされまし

た。２００３年、小泉内閣の下で、この周辺

事態法を全面的にグレードアップする「武力

攻撃対処法」が制定されます。自衛隊法第１

０３条の「業務従事命令」について、海運産

業を含む、命令対象範囲が明文化され、翌年

には「武力攻撃対処法」と一体を成す、国民

保護法が制定。海運分野では内航海運・国内

フェリー会社１４社が「指定公共機関」とし

て法律に明記されました。 

一朝有事の際には、民間協力との大義名分

のもと、「合理的理由がなければ拒否できな

い」という仕組みの中で、実質的な強制動員

体制の中に組み込まれている現状について、

理解を求めたいと思います。 

更に２０１５年、安倍内閣は集団的自衛権

行使容認の閣議決定のもとで、戦争法体系を

整備しますが、翌年には新たに海上自衛隊に

予備自衛官「補」制度を導入します。まず一

般の民間人船員を「予備自衛官補」として任

用し、一定の訓練を措置した後に「予備自衛

官」に採用、有事の際は、正規の自衛官とし

て、第一線の輸送業務に従事させるというも

のです。これは、中国を仮想敵国とした「南

西シフト」戦略の一翼を担う、海上輸送体制

の強化充実を図ることに狙いがあることは明

らかです。 

 

４．海側から見える安全保障政策 

私たち民間船員・民間海運を取り巻く環境

は、文字どおり「新たな戦前」に似た様相と

なってきており、日本有事の最前線と密接な

関係の中に組み込まれていることが、見て取

れると思います。私たち「海運九条の会」

は、２００６年に結成しまして、「海から見る

安保政策」の視点から、歴代自民党政権の嘘

っぱちな、ごまかしに満ちた主張を批判し、

情報を発信してきました。 

その最たるもののひとつは、集団的自衛権

行使容認の唯一の根拠として、安倍政権が繰

り返し宣伝したペルシャ湾の入り口「ホルム

ズ海峡の機雷封鎖に対する掃海作戦のため」

という空論に対する反論です。実際にホルム
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ズ海峡を何度となく船で航行した経験を踏ま

え、船乗り目線で、その空理空論ぶりを徹底

して批判しました。 

 

１）日本政府の危険な挑発行為 

つい先日の９月２５日、岸田前総理の命に

より、海上自衛隊の護衛艦「さざなみ」が台

湾海峡を通過、海上自衛隊創設以来初めての

ことだそうですが、政府は、日本の主権を脅

かす中国の軍事的威圧行為に毅然と対抗する

ためと称しています。私たち船乗り目線から

みれば、自作自演、意図的に憲法「改正」論

者が盛んに主張する「日本をとりまく安保環

境のかつてない悪化」を演出し、ごまかしの

方法で世論誘導をしているとしか見えませ

ん。  

この台湾海峡通過という、挑発的な軍事的

威嚇には伏線があって、８月の長崎沖で中国

軍の哨戒機による領空侵犯、９月１８日には

中国海軍の空母及びミサイル駆逐艦が与那国

島沖の日本接続海域を航行しましたが、これ

に対する当然の対抗措置と報じられました。

目には目を、歯には歯をの抑止力神話の延長

線上の措置といえるものです。 

 

２）海自護衛艦「すずつき」による中国領海

侵犯事件 

しかしながら中国軍機による領空侵犯が発

生した８月２６日より、一月半以上も前の７

月４日、海上自衛隊の新鋭護衛艦「すずつ

き」が、中国浙江省の沖合で、中国領海を侵

犯した事件については、殆ど報じられません

でした。「すずつき」の領海侵犯は、無害通航

権の行使によってのみ、有効とされる領海内

の外国軍艦の通過と違って、中国海軍の射撃

演習状況を、偵察監視任務に従事していた最

中に発生したもので、「すずつき」は２２キロ

に渡って中国領海を侵犯、中国政府からは深

刻な懸念の意が伝えられています。 

 

 

 

問題は２つです。ひとつは、中国軍機の領

空侵犯の前に、自衛艦が既に中国の領海侵犯

を起こしていたこと。２つ目は、防衛省は事

件の詳しい経緯は「自衛隊の運用にかかわる

ことで明らかに出来ない」とし、今回の領海

侵犯事件を「艦長の操船ミス」としている点

です。私たちのように実際に船を操船し、国

際ルールを順守して航海することを仕事とし

ている者たちでなくとも、この「言い訳」は

絶対にあり得ないことは一目瞭然でしょう。 

航行中の船舶は、現在ではＧＰＳ装置始

め、船舶の位置を極めて高い精度で特定する

航海機器によって、船舶の位置情報が瞬時に

得られる仕組みになっています。最新鋭の護

衛艦が正確な位置を認識できないまま、２２

キロも航行するなど、考えられない「与太

話」としか言いようがありません。万が一、

これが「本当の話」だとすれば、国際法を簡

単なミスで犯してしまう自衛隊の職務遂行能

力に、重大な欠陥があることを、世界中にさ

らけ出したことになります。 

 

３）抑止力強化の行く末に未来は見えず。九

条を柱に外交の力にこそ平和あり 

先日、中国軍は台湾を囲むようにして大規

模な海上軍事演習を行いました。これは、長

射程ミサイルをそろえ、敵基地攻撃能力を向

上させるなど、軍備を強化すれば、相手は恐

れおののいて、矛を収めてくれるだろうなど

という軍事一辺倒、抑止力の強化一辺倒の安

保政策の見事な破綻というべきでしょう。軍

事対軍事のチキンレースの先に平和な時代は
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絶対に到来しません。目の前の現実が、過去

の歴史が、それを証明しています。憲法九条

にもとづく徹底した平和外交、対話によって

こそ道はひらけます。 

今や、民間船員と船舶を、再び有事動員す

る体制は整ったと言わざるを得ませんが、最

後の砦・本丸はやはり憲法九条です。石破新

政権も九条改憲に、前のめりです。「海運九条

の会」も微力ながら、何としても最後の砦を

守り抜く決意です。 

私たちは、これからも、日本の安全保障の

要は、平和な海の実現にあり、絶対に海を戦

場にしてはならないとの決意のもと、海から

見る安全保障の道を訴えていきます。共に頑

張りましょう。 

 

 

 

 

船員の予備自衛官制度について 

司会 お話にあった民間人の船員に対する予

備自衛官制度ができたということですが、

この制度への参加っていうのは、国の強制

なんですか、それとも当該の船員の皆さん

の自主的なものなんですか？ 

平山 これは何度も議論になったのですが、

政府の答弁ですと、あくまでも本人の自主

的な判断である、と当時の中谷防衛大臣は

言ってました。実際に当時 21 名分の予算 

が組まれたけれども、いろいろ調べてみた

ところ、それに応募したのは 1 名だけだっ

たという話でした。なかなかこの政策はそ

れほど成果を上げてるわけでありません。

今の法体系、それこそ憲法 9条、そしてそ

の他の人権擁護の精神から見ると、さすが

に強制的に連れ込んでいくということは難

しい。ただ、その会社が、雇用の継続のた

めの条件として、募集をかけるというふう

なことになると、そういうある種の雇用条

件に絡めた強制、そういうことが発生する

んじゃないかと、我々も心配しているとこ

ろです。 

この計画が出た時には、関係者は非常に

敏感に反応しまして、全日本海員組合も緊

急の反対声明を出すなどしました。ただ、

労働組合が組織されていない会社において

は、予備自衛官制度にのっかって運用され

ていく、深く静かに先行しているところが

あるかもしれません。 ここは引き続き、

我々も警戒を持って見つめていかなきゃな

らないというふうに思ってます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平山さんに対する質疑応答 
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私は高等学校の教科書を出版する会社で 40 年

勤め、おもに日本史の編集に携わりました。本日

は教科書を取り巻く現状と出版労連教科書対策

部の取り組みを報告します。 

1945 年の敗戦を機に、新聞に携わる労働者は

「戦争のためにペンをとらない」、印刷に携わる

労働者は「戦争のために輪転機を回さない」、そし

て教職員は「教え子を再び戦場に送らない」と決

意しました。教科書に携わる労働者も、教科書が

果たした戦争協力を反省し、平和な社会の構築に

役立つ教科書、日本国憲法の理想を実現するため

の、個々の人格を完成させるための教科書をめざ

しました。 

為政者によって悪用される教科書 

戦前の教科書は、教育勅語を基本とする皇国史

観の教科書でした。天皇制を擁護し、国が始めた

無謀な戦争に異を唱えない国民の育成に、教科書

が活用されたのです。多くの子どもたちが「軍国

少年・軍国少女」として育成され、その主たる教

材として教科書が利用されたのです。ウクライナ

侵攻後のロシアでは、プーチン政権が教科書を使

って侵略の正当性や排他的な「愛国心」を刷り込

んでいます。このように、教科書は時の為政者に

よって悪用される危険性があるのです。 

戦後の歴史教科書は、戦前のような神話から始

まる非科学的で天皇制擁護の内容ではなく、科学

的な歴史研究の蓄積に基づく教科書へと変わっ

ていきました。しかし、戦争の総括が十分でなく、

民主的な教科書記述は、復古的で自国中心的な歴

史を求める保守層や右翼勢力から、たびたび攻撃

を受けました 

家永裁判による教科書記述への影響 

政治的な攻撃に抗し、民主的な教科書記述の実 

 

 

 

 

 

 

   

 

現に大きく寄与したのが、家永裁判です。30年余 

にわたる裁判闘争は、その後の教科書記述に大き

な影響を与えました。 

もちろん、検定で合格を与える国と、合格を受

ける出版社の関係を考えると、一企業として家永

裁判を表立って支援することはできませんでし

たが、そこで働く労働者は労働組合員として、家

永裁判を全力で支援しました。「検定制度は検閲

であり憲法違反」という家永側の主張は認められ

ませんでしたが、国民の教育権が認められ、国の

教育への関与はできるだけ抑制的であることも

確認されました。 

裁判闘争を経て、教科書には様々なことが書け

るようになりました。戦争の記述についていえば、

広島・長崎への原爆投下や東京大空襲など、戦争

の被害が多く記述されていました。もちろん戦争

被害を知ることで、戦争の愚かしさを理解し、二

度と戦争をしてはいけないという考えに至るこ

とは重要です。しかし、戦争の全体像を知るため

には、被害の記述だけではなく、日本軍は中国で

何をしたのか、朝鮮や台湾を植民地にし、満州（現

在の中国東北部）に傀儡国家をつくり、民衆をど

のように搾取したのかなど、加害の歴史を知るこ

とも重要です。従軍慰安婦や南京大虐殺、沖縄戦

でのいわゆる「集団自決」、関東大震災での朝鮮人

虐殺などです。 

【出版】戦争と教科書   

寺川 徹さん （出版労連教科書対策部） 
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こうした歴史的な事実を、当時の日本の人々は

知りませんでした。知らないがゆえに、その後も

中国や朝鮮の人々と行き違いが生じてしまった

のです。無知が誤解を生み、誤解が対立へと発展

し、国家間に緊張が生じたのです。真実を知るこ

との重要性は論を待ちませんが、相互理解も重要

なのです。 

新しい教科書をつくる動き 

ところが、1990年代後半に、新しい歴史教科書

をつくる会が発足し、それまでの教科書記述を自

虐的と決めつけ、日本人としての誇りの持てる教

科書をつくるとしました。先の戦争の反省もなく、

戦争を美化し肯定する教科書です。現在は、自由

社と育鵬社という出版社から教科書として発行

されています。その極端に偏った内容から、多く

の子どもの手に渡ることはありませんでしたが、

大阪市や横浜市などでは、政治力を駆使して無理

やり採択したこともありました。 

市民の粘り強い運動で、大阪市も横浜市もこう

した右派的な教科書採択を覆すことができまし

たが、今年の中学校教科書には、自由社や育鵬社

以上に右派的な内容の教科書が登場しました。令

和書籍という出版社の「国史」という教科書です。 

神話と史実を織り交ぜながら、歴代の天皇を一方

的に賛美する教科書です。戦争を肯定的に描き、

憲法改悪をもくろむもので、近隣諸国との関係を

悪化させる内容でもあります。 

この教科書が民主主義を破壊する内容である

ことに多くの市民が危機感を覚え、各地で学習会

などを開き、各地の教育委員会にこの教科書を選

ばないよう要請を重ねています。出版労連は、こ

の運動に協力しています。また、毎年「教科書レ

ポート」を発行して、教科書が抱える問題などを

広く訴えています。 

出版労連は、基本的に検定制度には反対ですが、

現存する制度の中で、学問的にも問題のある令和

書籍の教科書を文科省が検定合格させたことに

は、大いに疑問が残ります。検定合格とは、国が

その内容を認めたという、いわばお墨付きを与え

たことになるからです。私たちは、この教科書の

内容を批判し、子どもたちに手渡すことのないよ

う、運動を進めていきます。また、政府見解を押

し付けるような検定制度に反対し、真に民主的な

内容の教科書の普及と、実際に教える教員が選ぶ

ことのできる教科書採択制度を求めていきます。 

 

 

 

 

教科書をめぐる攻防 
司会 新しい教科書の動きはちょっとしぼん

でるようなところもあるようですが、今後

の教科書をめぐる攻防といいますか、これ

はどんなことが想定されますか。 

寺川 先ほど歴史の教科書の話をしました

が、憲法改正の手続きのことなど割と詳し

く書かれています。それから、小学校も中

学校も社会科の教科書には自衛隊の写真が

結構多く出ていて、それは災害救助をして

いる姿で、自衛隊の必要性みたいなのを植

え付けようとしているんじゃないかと思う

んですが、そういった記述が多くなってい

ます。ただ、中学校の社会科の教科書を出

した 9 つの会社があるんですが、我々が問

題だと思ってるのは 3 つで、残りの 6 つ

は割と民主的な記述の教科書なんです。 

憲法改正について、今回ある社が一歩踏

み込んで書いていて、憲法改正といって

も、部分的な改正というのはあるが、国の

基本理念を変えるようなことはできない、

ゼロから憲法を作るみたいなことは憲法改

正とは言わない、といった記述です。これ

は憲法学会ではどうも常識らしいんです

が、僕は初めてそれで知りまして、そうい

うのを教科書に掲載する出版社も出てき

て、そういう意味では憲法改正の流れに抗

うような取組みもなされているという風に

感じます。  

 

寺川さんに対する質疑応答 
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核兵器製造企業への投融資 

 オランダの NGO 団体“PAX”は、日本のメガ

バンク３行が、核兵器製造企業に対し、３行

合計で約４兆 7600 億円（１ドル 150 円換算）

の投融資を行っている、と発表しました。 

（２０２３年６月３０日現在、本年２月２１

日発表、５月３０日修正分。近畿反核医師懇

談会の報告による） 

 これによると三菱ＵＦＪフィナンシャルグ

ループが約１兆 5100 億円、みずほが１兆 7500

億円、三井住友が１兆 4800 億円など、核兵器

製造企業に巨額の投融資を行っていることが

明らかになりました。 

投融資先の主な会社には、ボーイング社

（３行合計で 8650 億円）、ジェネラル・ダイ

ナミクス社（3390 億円）、ハネウェル社（5240

億円）など名だたる兵器製造企業が含まれて

います。 

私たちの公的年金資金を扱っている年金積

立金管理独立行政法人（GPIF）も 5730 億円の

投融資を行っています。 

銀行は顧客の貴重な預金を使って投融資を

行っており、その投融資は、ただもうければ

よいというのでなく、銀行法に言うように、

「預金者等の保護、銀行の業務の健全かつ適

切な運営、国民経済の健全な発展に資する」

目的に沿ったものでなければなりません。 

三菱ＵＦＪフィナンシャルグループは、グ

ループ内の「環境・社会ポリシー」で「非人

道兵器製造事業」として「核兵器、生物・化

学兵器、対人地雷」などをあげ、ファイナン

スを禁止しています。他のメガバンクでもそ

れぞれ同様の規定を掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

兵器製造企業、とりわけ核兵器製造企業に対

する投融資は、法律の精神にも、自ら決めた

「ポリシー」にも反するのではないでしょう

か。 

政府の軍備拡大の旗振りをやめよ 

内閣は岸田首相から石破茂内閣に代わりま

したが、岸田内閣の２０２２年１２月、「台湾

有事」などをあおり立て、安保３文書の閣議

決定により５年間で４３兆円という大規模な

軍拡計画を決めました。２０２５年度予算要

求で防衛費は８．９兆円と急激な軍拡がすす

んでいます。 

この安保三文書にお墨付きを与えた「国力

としての防衛力を総合的に考える有識者会

議」の１０人の委員の一人として、三井住友

フィナンシャルグループの國部毅会長も日

経、読売、朝日新聞などのマスコミ幹部とと

もに参加し、敵基地攻撃能力（「反撃能力」）、

武器の輸出（「防衛装備品の海外移転」）など

を含む、５年以内の防衛力の抜本的強化を提

言する報告書を作成しています。 

國部会長は防衛力を高めていくために「同

盟国との連携」「グランドデザインの必要性」

「防衛産業の強化」を述べるとともに、「恒久

財源」は「国民全体で広く薄く負担する」、法

人税については「企業の努力に水を差すこと

【銀行】アジアの平和と銀行   

黒木信雄さん （元三井住友銀行） 
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のないように」と、一方では消費税の増税、

他方では法人税の増税を抑える主張を行って

います。 

「国民に幅広く負担してもらう」という主張

は、消費税増税の言い換えです。マスコミの

委員も同じ主張をしており、今後マスコミあ

げて、軍事力増強と消費税増税、更には所得

税、社会保障の切り下げを含めた庶民負担拡

大のキャンペーンが繰り広げられる危険があ

ると思います。 

 メガバンクの幹部が率先して政府の軍拡計

画に関わっているのは、元銀行員として非常

に残念です。中国を始めアジアに広範な拠点

を築いているメガバンクにとって、平和こそ

が自らの繁栄の基礎ではないでしょうか。 

 銀行の核兵器製造企業への投融資や、政府

の軍拡政策の支持をやめるよう求めます。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一人の銀行利用者として 

司会 先ほど生保会社におけるネガティブス 

クリーニング、いわゆる非人道兵器製造事

業に対してファイナンスは禁止せよという

声の話ですが、銀行に対してもそういうこ

とを求めていく必要があると思います。そ

ういう声というのは労働組合とか株主から

とか、出てるものなんでしょうか。 

黒木 私はそういう声、発言を直接は聞いた

ことがないですね。九条の会とか、そうい

う運動が積極的に発言をしていく必要があ

るとは思います。企業は、一応表向きは核

兵器製造企業への投融資は禁止するって言

いながら、実際には先ほど報告したように

核兵器製造企業に投融資しているという実

態があります。直接、声をあげていくこと

が重要ですね。 

司会 我々も銀行の預金者なのですが、ある

方から聞いた話では、銀行の窓口に行っ

て、「銀行はこういうのを出してるんだから

核兵器製造に関係する企業には投融資する

な」と言うと、窓口の方はきちんと受け止

めて、そういう声があったと報告するらし

いんですね。銀行預金者個人として、そう

した運動に参画できるのかなって、ちょっ

と感じた次第です。 

 

 

 

 

 

 

 

黒木さんに対する質疑応答 
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（資料１）「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」 

 

＜議論の経過＞ 

第１回 ２０２２年９月３０日    第２回 ２０２２年１０月２０日 

第３回 ２０２２年１１月９日    第４回 ２０２２年１１月２１日 報告書（案） 

＜構成員＞ 

 上山 隆大 総合化学イノベーション会議議員 

 翁  百合 日本総合研究所 理事長（三井住友フィナンシャルグループ 100％子会社） 

 喜多 恒雄 日本経済新聞社 顧問 

 國部 毅  三井住友フィナンシャルグループ 取締役会長 

 黒江 哲郎 三井住友海上保険 顧問（元防衛事務次官） 

 佐々江賢一郎 日本国際問題研究所 理事長（元外務事務次官、在アメリカ特命全権大使） 

 中西 寛  京都大学大学院法学研究科 教授（国際政治学） 

 橋本 和仁 科学技術振興機構 理事長 

 船橋 洋一 国際文化会館グローバル・カウンシル チェアマン（元朝日新聞主筆） 

 山口 寿一 読売新聞グループ本社 代表取締役 

 

（資料２） メガバンク分野別収益状況（２０２４年３月決算） 

 

 

 

三井住友フィナンシャルグループ

セグメント情報   部門別業務純益 （本社除く）

億円 比率

2021.3.31 2022.3.31 2023.3.31 2024.3.31 ％
ホールセール 3,885 4,697 5,585 6,321 33.6
リテール 2,192 2,149 2,216 2,157 11.5
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 3,667 4,312 6,122 6,449 34.3
市場 4,135 3,381 3,742 3,899 20.7
本社 -3,038 -3,010 -4,900 -3,223
合計 10,840 11,528 12,764 15,602
（本社除く） 13,879 14,539 17,665 18,826 100

海外拠点網24.6.30
地域
アジア・オセアニア 47
（内中国） （内19）
アメリカ 24
ヨーロッパ 17
中東アフリカ 9
合計 97
（ディスクロージャー誌）

セグメント情報 業務純益 （その他除く）

億円 比率

2021.3.31 2022.3.31 2023.3.31 2024.3.31 ％
リテール・事業法人 613 964 733 1,050 11.5
大企業金融公共法人 2,701 2,973 3,113 3,462 37.8
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙコーポレート 2,074 2,639 3,713 3,374 36.8
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙマーケッツ 2,717 1,505 624 1,250 13.7
アセットマネジメント 113 203 134 28 0.3
その他 -246 894
合計 8,218 6,934 8,071 10,058
（その他除）く 8,218 6,934 8,317 9,164 100.0
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石破新政権をどう見るか 

早稲田大学の商学部を出て、私は最初日本工

業新聞という会社の記者になったんです。自分

なりに頑張って、そういうキャリアを積んだつ

もりだったんですが、この学歴職歴は森喜朗さ

んと全く同じなんですね。なので、なんかかえ

って恥ずかしいものになってしまったという、

こんなことがありました。先ほど銀行の方が石

破茂さんについて語っておられました。私も全

く同じような認識なんです。アンチ安倍だった

もんですから、安倍さんと対立してたもんだか

ら、なんとなく、我々、最近は石破さんて何か

いい人なんじゃないかなと。ついそういうふう

に思いがちなんですが、まぁ別に悪い人だと決

めつけるつもりはありませんが、いわゆる軍事

オタクというやつで、タカ派的な言動がものす

ごく目立った人なんですよね。 

本当に我々忘れっぽいので、そういうことつ

い忘れがちなんですが、ちょっとあの注意を喚

起するために少しおさらいしておきますと、

2003 年イラク戦争の頃でしたか、石破さんは国

会でこんなこと言ったことがあります。つまり、

日本では徴兵は憲法違反だというのが定説な

んですね。憲法 18 条( 「何人も、いかなる奴隷

的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合

を除いては、その意に反する苦役に服させられ

ない。」)で、拘束は受けることはないという規

定があり、徴兵は憲法違反であるというのが普

通の見方なんですが、石破さんはそれはおかし

いと。そんな国は世界中探したってないんだ。

命をかけて国を守ることは喜びであって、苦役 

 

 

 

       

 

１９５８年、東京生まれ。早稲田大学商学部卒業。 英国 

・バーミンガム大学大学院修了（国際学 MA）。 

「日本工業新聞」記者、「プレジデント」 編集部、「週 

刊文春」記者を経てフリーに。 

『戦争経済大国』（河出書房新社）、『戦争のできる国へ 

ー 安倍政権の正体』（朝日新聞出版）、『機会不平等』

『民意のつくられ方』（岩波現代文庫）、『驕る権力、 

煽るメディア』（新日本出版社）など著書多数。        

 

ではないんだと。だから憲法違反じゃないとい

うことを国会でおっしゃった。もう一つ、原発

事故の直後だったと思いますが、反原発のデモ

が各地でよく起こりました。その時、石破さん

は「デモはテロだ」と断じた経緯もあります。 

 安倍さんがああいう方でしたので、なんかそ

れと対立してるというだけで立派な人みたい

に見えるんですが、必ずしもそうではないんで

はないかなと。もちろん、これからどういうよ

うなことをしてくるかわかりませんから、いま

軽々に決めつけることはしたくはないと思い

ます。けれども、まあそういう方ではあります。 

 

石破氏の持論 

 2012 年に野党時代の自民党が憲法改正草案

というのを作った時に、９条の第１項第２項の

うち、２つ目の第２項を削除して、新しい内容

を盛り込むという憲法草案を自民党が作った

  今度こそ加害者の立場にならないために 

         ジャーナリスト 斎藤 貴男 

     

講演 
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んですが、石破さんはその第２項を削除すると

いうことに非常に熱心で、つまり、「国の陸海空

の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は認め

ない」という条文をなくしてしまえと。その代

わり自衛隊をはっきり軍隊として位置付ける

べきだというのがこれがずっと持論なんです

ね。 

で、もう今回の首相就任の前後も、そのこと

はあんまり特に強調していないようですが、日

米地位協定を見直すと言いました。これはいい

話だと思うんですが、その代わりにアジア版の

NATO を作ると、そして自衛隊をグァム島に駐留

させろというようなことを言い出した。少なく

とも日米地位協定を見直せるというのはいい

話かなと思っていましたら、この辺がすごく総

スカンをくってるようです、政官界の保守政界

と官僚の世界で。 

ただ、それはこれがちょっと日本社会の非常

に歪んだところだと思いますけれども、アジア

版 NATO などが難しいというのは、アジアはヨ

ーロッパと違ってあまりにも国情がそれぞれ

違いますから、そう簡単に一枚岩にはなれない。

これはまともな分析だと思うんですけれども、

日米地位協定の見直しなんかアメリカが許し

てくれるはずがないと。だから、余計なことを

言って波風を立てるなというのが政官界の大

勢なんだそうです。ですから、そう考えると少

し地位協定については石破さん応援したいな

という気にもなってくるんですが、非常に今や

政権基盤は脆弱だと言わざるを得ない。ただ、

じゃあ、石破さんは実は本当のところは右翼タ

カ派なんだから、やっぱり変わってもらった方

がいいかなと思わないでもないんですけれど

も。そうすると今度は高市早苗さんが出てくる

と、なんだか以前、昔、流行ったギャグで“究

極の選択”というのがありましたけれども、そ

ういう雰囲気になりつつある今日この頃なん

ですね。 

 

 

   「専守防衛」のゆくえ 

 そういう中で岸田文雄さんにしてもあまり

派手なことはしてないようでした。けれども、

安倍路線を着々と引き続いていました。選挙区

が広島ですから、核廃絶を訴えていたにもかか

わらず、いつの間にか首相になった途端に熱心

な改憲論者になり、アメリカの核の傘の下にい

るということが決して、恥ずかしいことではな

いというような考え方になっておられた。     

そういう中で安倍路線がどんどんどんどん

強化されてるわけですけれども。最たるものが

専守防衛の理念放棄です。一つは、2015 年の集

団的自衛権の行使容認、それを基盤とした安全

保障法制の可決成立が最初でした。そして、

2022 年の年末に安保三文書というのが改定さ

れました。この中で敵基地攻撃能力の保有が謳

われた。防衛費の倍増もあります。従来は GDP

の１％までが暗黙の了解になっていたのです

が、これを一気に２％まで引き上げる。つまり

倍増です。従来でも日本は世界第８位だか９位

だかの軍事大国ではあったんです。倍にすると

どうなるかというと、軍事費だけでアメリカ、

中国の次の世界第３位になってしまう。つまり、

平和憲法だとか言っているんですが、実のとこ

ろは、イギリスよりもロシアよりもすさまじい

軍事大国になってゆく。今、その渦中にあるわ

けです。 
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大日本帝国ごっこ 

軍事大国になっていくという時に、どうして

も我々というか多くの方が勘違いしやすいの

は、それが戦前への回帰というふうに考えられ

がちだということなんですね。もちろんそうい

う側面もあるでしょうけれども、戦前の、いわ

ゆる大日本帝国と今の日本が目指している軍

事大国というのは根本的に違うものだと私は

考えています。どう違うかというと、戦前の大

日本帝国はあくまでも日本が世界の多くを支

配したいという考え方だった。大東亜共栄圏を

支配したいという考えだったわけですが、今の

軍事大国化というのは、どこまでもアメリカの

子分としてアメリカの世界覇権を維持するた

めの道具としてある。そのような国づくりを目

指していると考えてよろしいかと思います。私、

ずっとそんなことばっかり言ってまして、です

から、安倍さんを指して、よく大日本帝国の復

活を目論んでるんではないかと言われました

が、私は決してそんなんではなくて、安倍さん

がやろうとしているのは大日本帝国ごっこだ

と。あくまでも国内向けに勇ましいことを言う。

そして中国だとか韓国だとか、北朝鮮だとか要

するに近隣諸国に対して偉そうな態度を取り

たいというのが眼目であって、その実はアメリ

カの手のひらの上で、要は虎の威を借る狐にな

りたいとこういうことだったんだろうと考え

ていましたが、なかなか世間的には共感を得ら

れませんでした。 

 

敵基地攻撃能力保有の意味 

ただ私、最近ある取材でもって自分が考えて

たことは間違いじゃなかったのかな、と思える

ことがあったので、ちょっと紹介したいと思い

ます。それは阪田雅裕さんという元内閣法制局

長官に２度ぐらいインタビューさせてもらっ

たんですね。この方はまだこの記事のインタビ

ューについては私まだ原稿にしてないので、今

日初めて披露するんですが、ここで教えていた

だいたのがこんな話でした。私は今みたいな話

を大日本帝国ごっこじゃないかというような

ことを言ったんですね。こんな風に聞いてみま

した。 

９条をめぐる議論は戦前の軍国主義に戻る

戻らないといった話になりがちです。でも、私 

はむしろ戦後における日米の主従関係の下で

自衛隊が米軍の傭兵にされ、もっと言えばすべ

ての日本国民の生活がアメリカの戦争に供さ

れてしまう恐怖こそを常に感じてきました。平

和憲法を司って来られた阪田さんたちはどう

いう事態を一番恐れてているのですか？ 

 すると阪田さんは、もう斎藤さんと同じ思い

ですね、とおっしゃった。 「ベトナム戦争で日本

が韓国のように何万人も出兵し、何千人もの犠

牲者を出すことにならなかったのは、９条の存

在があったからこそです。９条がなければ、自

衛隊も韓国軍以上に一生懸命戦うことになっ

たろうし、ああいうことが二度と起こらないと

は言えない。台湾有事などの場合はまさにです

ね。」と阪田さんは答えてくださいました。 

 この阪田さんによると、これは去年、今年と

２回に分けて取材した話なんですが、そのちょ

っと前にあった安保三文書による敵基地攻撃

能力の保有ということで、日本の専守防衛とい

うのは完全に放棄されたと考えていいんじゃ

ないかと、言っておられました。それはまず、

敵基地攻撃能力の前にその安保法制があるん

ですけれども、この安保法制によって集団的自

衛権が発動される場合、日本の自衛隊が海外に

出ていく条件としては存立危機事態というの

が必要になるんですね。 

つまり、日本が存在・存立の危機に瀕すると

いう状況がなければならない。つまり、ただ単

に第三国が、多くの場合おそらくアメリカでし

ょうが、アメリカが攻撃されたと。アメリカが

攻撃されたから、日本にも自衛隊を出してくれ

という要請があったからといって、それだけで

は出ないんだというのが政府の言い方なんで

す。ですから、そのさっきのホルムズ海峡にし

ても、それだけでは本来は自衛隊は出ないとい
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うのが従来の考え方であった。つまり、その存

立危機事態というのは放っておけば、憲法１３

条にある国民の生命、自由、それから幸福追求

権が損なわれると考えられた場合のみである。

要するに具体的にはそれに対する解釈という

のは日本列島が攻撃された場合、これは対応す

る必要があるというふうに考えられていたの

が、この安保法制では実際、日本が攻撃される

必要はないと。あくまでもその海峡にしろ、何

にしろ、世界中のどこかの国が攻撃された場合、

これが将来日本の存立基盤危機に通じるかど

うかはすぐにはわからない、でも通じるかもし

れないのだから、これは自衛隊が行って戦うこ

ともあり得るということになったのが集団的

自衛権の行使容認に伴う安全保障、安保法制で

あるわけですね。 

    安保３文書とは 

すでにこの時点で「専守防衛」というのは非

常に危なくなってきた。で、加えて今度の安保

３文書による敵基地攻撃能力の保有ですから、

これはよく盾と矛なんて言われますけれども、

守るだけが自衛という形であった自衛隊がも

う攻めに行っていいと。しかも、それは日本が

攻撃されたから、それに対する反撃ということ

ではなく、関係ないところで起こった戦争でも、

もしかしたら将来自分たちも危ないなと政府

が判断したら攻撃してよしということになっ

てしまってる。だから、これは「専守防衛」は

放棄されたということになるんだよ、と阪田さ

んは教えてくださいました。 

 これやっぱり非常に危険なことなんですね。 

それで、そういう具体的な、法律の解釈もさる 

ことながら、私がちょっと驚いたのは、３文書

とはどういうものかということです。一つは、

国家安全保障戦略という文書。それから国家防

衛戦略という文書。それから防衛力整備計画と

いう、この三つの文書からこの三文書というの

は成っています。ですが、それらはもともと違

う名称だったんです。 

 

 

国家安全保障戦略っていうのは、もともと国

防の基本方針と呼んでいました。これは安全保

障政策の頂点に立つような方針、国の大方針の

ことです。それから、国家防衛戦略というのは、

もともと防衛計画の大綱なんて言ってました。

もう一つの防衛力整備計画は 10 年ごとに見直

されるので、中期防衛計画というふうな言われ

方をしていて、こういう場でその話題が出ると

きは中期防なんていう言い方がされてました

ね。三つの文書がなんでこの名称になったか。

この名称はすべてアメリカと一緒です。アメリ

カの名前に日本も合わせたということです。一

体化するからだということですね。 

 

  戦争経済大国としての戦後日本 

 私は、十数年前ですけれども、自民党の政治

家に取材していて、ちょっとびっくりしたこと

があります。その時も米軍と自衛隊の一体化み

たいな話題になったんですが、その時、その政

治家さんは逆に尋ねてきました。斎藤さんはど

うしてそうやって、米軍と自衛隊って分けて考

えるんですかと。その２つは同じものなんだよ、

と言うんですね。冗談じゃない。 

 安倍政権の時は、その第一次安倍政権の時も、

日米は普遍的な価値を共有しているんだとい

う言い方をよくしていました。しかし、一方は

戦争がなければ世の中が回っていかない国。一

方、日本は、かなり形骸化したとはいえ、憲法

９条があって戦争を放棄している国です。どう
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してこの二つの国の価値観が一緒なのかと。私

はずっと叫んでいるんですけれども。でも特に

そのマスコミなどはこれに対して全く違和感

を感じていないようで、そういう表現が常にあ

る。だけど、その価値観がどうのこうの言う以

前に、そこから導かれてきてる政策そのもの、

政策を表す文書、公式な文書の名前まで一緒に

なってきていると、このことが非常に恐ろしい

と、私は考えています。 

こんな風に日米が一体化して、日米の軍事力

が一体化していって、世界中で戦争ができる。

日本もアメリカと一緒になって戦争するよう

な体制が作られつつあると。じゃあ、今までが

全然そうじゃなかったのか。私は日米の価値観

は違うと言いましたけれど、しかし、今までが

全然そんなことなかったかというと、これもま

た違うんですね。本日、残念ながら持ってこれ

なかったんですが、2019 年に『戦争経済大国』

という本を出しました。 

 

     

 

これどういう本かというと、戦後の平和憲法

のもとで戦争をしなかった日本ということな

んだけれども、それはそれで嘘じゃないけれど、

しかし、私たちのこの経済大国の国民としての

生活というのは、他国の戦争によって乗じて得

られたものではないかということを強調して

書いた本です。 

 この本を書くきっかけになったことが２つ

ありまして、一つは作家の辺見庸さん。辺見さ

んがイラク戦争の頃にアメリカに取材に行っ

たんですね。で、ノーム・チョムスキーという

言語学者ですけれど、しきりに当時、ブッシュ

政権の横暴さを批判していた。この人に辺見さ

んは会って、ブッシュのやり方だとか、あるい

は、それに無条件で従って自衛隊をイラクに派

兵していく日本の政治についていろいろ話を

したと。そしたらチョムスキーはニベもなかっ

たんだそうです。つまり、日本人にそんなこと

を言う資格があるのかと。あんたたちの国は朝

鮮戦争の時もベトナム戦争の時も、いつもアメ

リカの戦争で漁夫の利を得てきた国じゃない

かと。 

こう言われて、辺見さんは相当、落ち込んだ

そうです。でもまあ、面と向かってそのそうい

う風に言うことが正しいかどうかはともかく、

ノーム・チョムスキーの言うことは一理あるな

と思った、というのが一つ。 

 もう一つは、私、小学校の時に体が弱くてで

すね、当時、豊島区に住んでいたんですけれど

も、豊島区が千葉県の海岸に持っていた養護学

園っていう養護施設に半年だけ寄宿してたこ

とがあります。で、そのおかげで見違えるほど

丈夫になったんです。大人になって考えると、

東京だから環境も良くないけれども、当時は水

俣病だってイタイイタイ病だってあって、日本

中にそういう環境が良くなくて、苦しんでる子

がたくさんいたんだけど、そのような施設とい

うのは東京にしかなかったんですね。東京都 23

区のうち 17 区しか持っていなかった。どうし

て、水俣市や富山市や新潟市にはそういうのが

なかったんだろうか。結局、東京が金持ちだっ

たからということになる。東京は金持ちだった

のは何でかって言ったら、やっぱり当時ベトナ

ム戦争のおかげだったっていうことになりか

ねないんじゃないかということです。 

 

 朝鮮戦争・ベトナム戦争のもとで 

 長じて私は日本工業新聞というところで、こ

れは産経新聞の子会社なんですが、そこで鉄鋼
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業界担当の記者というのをやりました。そこで、

鉄の記者クラブに行くと、自分の会社のデスク

に各社の社史があるんですね。新日鉄の社史と

か、日本鋼管とか川崎製鉄とか住友金属とかの

社史を、特に何もやることがない時にパラパラ

見てましたら、ちょっと驚いたのが、どこの会

社も昭和 25(1950)年から始まった朝鮮戦争の

ことをものすごく美化して書いています。要す

るに、我が社は朝鮮戦争のおかげで成長したん

だということをしきりに書いてる。実際そうだ

ったんでしょうけれど、よその国の戦争、それ

ほどまでに称えちゃっていいんだろうかと、私

ちょっとびっくりしました。まだ学校出たばっ

かりでしたけれども、びっくりしました。朝鮮

特需のおかげで戦後の日本が復興を果たし始

めたというのは誰でも知ってる話ですけれど

も、企業がそこまでそのことに対して何も深く

考えていなかったことにちょっと驚いたんで

すね。それで少し取材を始めたのがもう 50 歳

近くなってからですけれども、そこで分かった

のが、いかに戦後の日本経済が戦争のおかげで

稼いできたのかということです。 

 対米・対東南アジア輸出の急拡大 

データがあるんです。対米輸出それから対東

南アジア輸出というのが、ベトナム戦争の間に

ものすごく増えました。機械関連メーカーや商

社、エンジニアリング会社などで構成される日

本機械輸出組合という団体があるんですが、そ

こが仕向け先別の統計を発表しています。 

それを見ると、日本から対東南アジア市場向

け輸出が 1965 年に５億 5286 万 4000 ドルだっ

たのが、71 年には 11 億 8368 万 7000 ドルにな

った。倍増ですね。まあ、これは要するに東南

アジアというベトナムがある地域ですから、ベ

トナムへの直接の輸出もあれば、そのベトナム

に武器や弾薬鋼材だとかを輸出するようなを

供給するような、機械だとか鉄鋼だとか輸出を 

するような周辺の工業国、タイとかフィリピン 

  

とかマレーシア、そこに対する輸出も日本から

激増した。 

 これはまだしもなんですね。北米市場向け、

これは 1965 年が７億 7661 万 3000 ドルだった

ものが、70年には 31 億 6903 万 1,000 ドルにな

ってる。これはもう５倍近いということになっ

ています。これはアメリカの産業界が、当時、

ベトナム戦争に産業界が挙げて協力していっ

た結果、結局、国内向けの民生品の生産力が足

りなくなって、その分が日本から輸出されたと。

当時の日本はまだ、経済大国に完全になってい

ませんでしたから、製品は安かったですね。安

かったから、アメリカにとってはヨーロッパか

ら輸入するよりは日本から輸入した方が、大西

洋と太平洋の距離を考えても、安かったという

ことになります。 

 ですから、戦後の日本経済の成長というのは

いろんな要因があったし、ＮＨＫの「プロジェ

クトⅩ」が言うような日本人が勤勉だからとか、

そういう背景、要因もなかったとは言いません

が、何よりも、アメリカによる戦争のおかげで、

我々は肥え太ったということが言えようかと

思います。それはじゃあ当時の産業界の人たち

が戦争に便乗して儲けた、けしからんと、もち

ろん、そんな風に簡単に言えることではない。 

 目の前に仕事があって儲かるとなれば、それ

に飛びつかない企業はありえないのだし、そも

そもが武器弾薬を売ろうとするのではないか

ら、衣服等の注文を断る理由はないわけです。

ですから、日本の産業界で働く人が知らず知ら

- 27  - 



ずのうちに戦争に加担させられていた。その恩

恵として経済成長があった。そういうことを私

たちはきちんと知っておかなければならない。

知らないで、日本人は勤勉だからということで

済ますことは、同じことを繰り返しかねない、

ということを忘れてはならない。 

 ベトナム戦争当時の通産省の官僚に取材し

てこんなことも聞かされました。通産省は今の

経済産業省ですが、貿易課長をしていた方でし

た。私が、戦後の日本経済の発展・成長という

のは何が良くてそこまで成長したんでしょう

かと尋ねたところ、彼はこう言いました。一つ

は、わが省の産業政策であると、これはこれで

冗談っぽくて面白かったんですが、次に言われ

たのが経済以外の要因ですと。経済以外の要因

って何ですか？「戦争です」と、はっきりおっ

しゃってました。 

それはあなた個人の見解ですか、それとも通

産省全体として、だいたい、そういうような認

識なんでしょうか、と尋ねたら彼は笑って、「私

は当時日本の貿易政策の中心におったんです

よ」と。つまり、国家としてもそのような認識

だったということでした。だから、良い悪いは

別にして、政府がそういう認識であったことは

間違ってないと思います。けれども、それが

我々に共有されてないということが問題だと

思います。 

  「９条」について考える 

最後に９条の問題です。私も９条は断固とし

て守らなければいけないと思っていますが、非

常に状況が難しくなってるのは確かですね。今

の自民党は、2012 年の改憲草案の時とは違って、

自衛隊を明記して緊急事態条項というのを盛

り込むと、いうところに大体、集中してるよう

です。自衛隊というのはすでに現実として存在

するのだし、それを明記して何がおかしいかと

いう議論もありますが、しかし、これは明記し

たら最後、安保法制にしろ、何にしろ今だった

ら違憲じゃないかという意見、議論が出てくる

ところを全て封じ込めかねない危険性を伴っ

ていると思います。 

 今は本当は、文字通りで行けば、自衛隊なん

てのはあってもいけないというのが原理主義

的な解釈になるわけです、９条に照らすと。し

かし、いろんな実際の政治的な理屈、憲法 13 条

の国民幸福追求権だとか、そういうのに照らし

て国民の命を守るためにはやむを得ないとい

うことで認められている。そこんとこの解釈は

難しいんですが、原理主義的に言えばあっては

ならないものである。そういう中で安保法制と

か、ちょっと逸脱したような法律が出てくると、

それは違憲じゃないかという議論もできるけ

ど、自衛隊というのは明記してしまうとそうい

う議論を封殺してしまうことになりかねない

というのが一つ。 

    ナチス憲法発言 

 それから、緊急事態条項というのはこれはよ

く言われることですが、ワイマール憲法におけ

るドイツでヒトラーが登場してきたような、そ

の環境を作りかねないものだというふうに考

えます。ワイマール憲法というのは第一次世界

大戦後にできた憲法でして、世界で最も民主的

な憲法だと言われたものです。しかしなにせ、

その第一次世界大戦の敗戦でフランスに対す

る賠償金を払わなければいけないとか、そうい

う非常事態の時代でしたので、大統領に権限が

集中するような仕組みがあったんですね。ワイ

マール憲法の下での大統領というのは、ある何

かの重大事にとっては、その国会などの議論を

十分に経なくても大統領令を出すことができ

る。そういう過程で、当時のドイツではフラン

スへの賠償金の負担プラス 1929 年の大恐慌な

どに対応するために、増税に次ぐ増税を繰り返

した経緯があります。そういう中で国民生活が

完全に疲弊しきったその時にヒトラーが登場

した。ヒトラーは大統領ではなく首相ですけれ

ども、英雄を待望する国民の意思に応ずるよう

な形で登場し、大統領を動かして、あれだけの
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ファシズム体制を作り上げていくわけです。緊

急事態条項というのはそれをどうしても連想

してしまう。 

 事実、2013 年には麻生太郎さんが例のナチス

憲法発言というのをしました。憲法改正だと言

って大騒ぎするんじゃなくて、ドイツのワイマ

ール憲法がいつのまにかナチス憲法になって

いったように、静かに、いつのまにかそうなっ

ていたというのが正しいんだと。とんでもない

ことを言うんだと、世間でずいぶん批判されま

したけれども、自民党の考え方というのは今こ

ういうことではないかなと思います。別に憲法

改正しなくたって、いつの間にか集団的自衛権

を認めてしまってるし、敵基地攻撃能力も保有

することができた。軍事費も倍増した、別に憲

法を改正する必要ないじゃんかということに

なってる。憲法改正だという議論になれば、や

っぱり世の中は二分されて、もしかしたら憲法

改正反対の方が多数派になるかもしれない。一

度そういうことになれば、自民党はもうなかな

か次に憲法改正するチャンスは巡ってきませ

んから、そう簡単にそこには踏み切れない。だ

ったら改正しなくても勝手にそれを形骸化さ

せてる方が楽じゃないかというふうに今の自

民党は考えてるんではないかというふうに、私

は思いますけれども。ただそれよりも、実は憲

法を大事にしないということは、保守派の専売

特許ばかりではない。私たちはそのことに気づ

いておいた方がいいと思います。 

  憲法の変遷という考え方 

これはご意見いろいろあると思うんで、私も

特にだからどうだということは言うつもりは

ないんですが、今度の衆議院選でも話題になっ

ている夫婦別姓の話題もありますが、ジェンダ

ー平等論の延長線上にある同性婚をめぐる憲

法の議論、これが実は非常にナイーブというか

センシティブなんですね。なぜならば、日本国

憲法第 24 条には、婚姻は両性の合意のみに基

づいて成立すると書いてあります。 「両性」とは

男性と女性のことですから、この憲法 24 条に

したがう限り、同性婚などあってはならないと

いうことになるわけですね。だけれど、現実に

例えばこの３月には札幌高裁で同性婚を認め

ていない現行民法および戸籍法は憲法違反で

あるという判決が出ました。どうしてそういう

ことになるかというと、その札幌高裁の判決を

読んでいきますと、要するに日本国憲法ができ

た昭和 24 年の頃と今では時代が違うと。時代

が違うのだから、当時両性と書いてあったとし

ても、それを当事者と読み替えればいいんだと。 

 そんなことってできるのと思うんですが、こ

ういう考え方を憲法の変遷というんですね。変

遷というのは変わっていくという意味の変遷、

つまりある憲法が長く使われていれば、当然時

代遅れになる部分が出てくる。時代遅れになっ

た時に、じゃあ、それで憲法を改正すれば話は

簡単なんだけれども日本国憲法みたいな硬性

憲法、硬い憲法ですね。憲法改正しようと思っ

たら、その国会で３分の２が賛成して、それを

国民投票にかけてなんて、非常に変えるのが大

変だと。そういう時は何も改正しなくても読み

方のほうを変えてしまえばいいという考え方

が、これはもともとあるんです。それを札幌高

裁は適用した。時代が変わったんだからいいん

だと。まして、新聞などの世論調査ではだいた

い７割ぐらいの人が同性婚賛成になってるん

だからそれでいいでしょうと言うんですが。 

 でもこの憲法の変遷という考え方は濫用す

るとえらいことになる。だって、そのさっきの

集団的自衛権の行使容認にしても、自民党はこ

れは安全保障環境の変化に伴うものだと言っ

てるわけですよね。で、もともとの自衛隊の存

在自体が憲法 13条の国民の生命・自由 ・幸福追

求権を守るために最低限の自衛力が必要だと

いうことで、自衛隊が成立した。これを拡大解

釈していくと集団的自衛権だって国民の財産

を守ることなんだという解釈ができてしまう

のではないか。同性婚だって時代が変わったか

ら読み方変えていいんだということだと、これ 
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は自民党のロジックとどこがどう違うのか、少

なくとも私にはわからない。 

 これをだから、あまり同性婚は性的マイノリ

ティに対する人権尊重なんだと主張するのは

いいんだけど、だから憲法の条文を無視してい

いということになってくると、これをいつ逆手

に取られるかわからないなと、私は思っていま

す。同性婚についていいとか悪いとかいうこと

ではなく、憲法を大事にするんであれば、やっ

ぱりそこら辺のことも考えておかなければい

けない。私が自民党の立場だったら、じゃあ同

性婚を認めたかったら憲法を改正しようよと、

その方 がお互いスッキリするじゃないかと、

こういう議論になってくると思います。 

 

「台湾有事」は「日本有事」なのか 

最後はそういう憲法の問題はさておいても、

台湾有事は日本有事なのかと。これは安倍さん

が在職中にしきりに強調した言葉ですね。です   

から、中国が台湾に侵攻してきたら、日本も戦

争しなきゃいかんのだというロジックだった

わけですが、これについてちょっと考えてみた

いと思います。 

これは文芸春秋が２年ぐらい前に台湾有事

が日本有事なのかということに対して、元自衛

隊の幹部が、短いですけれど論文を書いていた

のを読み腑に落ちました。要するに台湾海峡が

封鎖されたら、そこを通る日本のタンカーが使

えなくなるとか、そういうことがよく言われる

わけです。これは嘘じゃないけれども、でもそ

れだけで実際に戦争にするほどのことじゃな

いだろうと。それは話し合いでどうにでもなる

んじゃないかと私は考えていたんですが、この

自衛隊の元幹部の方の論文によりますと、そう

いうことじゃないと。要するに、台湾に近い沖

縄には米軍基地がたくさんあると。当然、台湾

有事になってアメリカが戦争に参戦すればそ

こから爆撃機も出撃することになるし、要する

に沖縄が軍事基地化されるわけです。戦争の基

盤となって動くわけですね。であれば、中国側

としては自動的に日本を敵国と参戦国として

見なすことになると。であれば、これは日本に

とっての何が問題かということを抜きに、一方

的に戦争させられることになるんだよと。これ

は元陸上自衛隊西部方面総監という方ですが、

こういうことを書いておられました。そうなっ

てくるともう身も蓋もない話で、日本国内に米

軍基地がある限り、いいも悪いもないというこ

とになってしまうんですが、だからといって今

みたいに何でもアメリカの手先になって戦争

するという体制を続けては断じていけない。 

アメリカにとっての日本 

私はこういう話をするたびに思い出す文章

があります。これは 1949 年、ちょうど中華人民

共和国が成立した年にアメリカの中国学者、オ

ーエン・ラティモアという人が書いた『アジア

の情勢』という本の中に出てくる一文です。 

これは読み上げます。「アメリカの対日政策

における仮説の連鎖の第一環は、日本をアジア

の工場とロシアに対する防壁とに仕立て上げ

ることができるという考えである。この仮説で

はアメリカの政策の道具としての日本は、イギ

リスとドイツとネパール王国とが持つ全ての

価値を一身に兼ね備えているという驚くべき 

   

理論の上に成り立っているのだ。アメリカにと

って、日本はドイツとイギリスとネパールを足

したような存在になる。」 まあだから、まだ冷
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戦が始まって間もない頃ですからロシアとい

う風になっていますが、これは今なら中国だと

考えればいいわけですね。「インドから独立し

ており、インドとイギリスに凶暴なグルカ人傭

兵を供給しているネパール王国と同じように、

生まれつき訓練された日本人は伝統的に反ロ

シア的であるから、時とともに独自の政治を持

たず、自国の作業場を賄ってくれる工業製品の

市場としてということでしょうが、アメリカに

対して高い忠誠を示すところの、新しい種類の

植民地軍隊を供給する国となるだろうと期待

されているのである。 」  

要するに、アメリカにとって日本は、ドイツ

とイギリスっていうのは要するに工業地帯で

すから、アメリカにとって国内だけではまかな

えない生産力をドイツとイギリスに期待して

いるように日本にも期待すると。それでネパー

ルというのは、「グルカ兵」の出身地です。すな

わち、19 世紀以来、一貫してイギリスの傭兵と

して雇われてきた山岳民族。アメリカは、それ

と同じ役割を日本に対して、対ロシアの傭兵と

して日本人に期待しているということを、この

ラティモアという人は書いていた。 

 ラティモアは決して、そこら辺の三流学者で

はなく、戦前・戦中はアメリカの対中国政策の

中心にいた人物であり、ただ、中国寄り、ロシ

ア寄りの見方を公言するようになったので、戦

後、いわゆる「赤狩り」の中でアメリカにいら

れなくなって、イギリスに渡って一生を終えた

人ですけれども、一流の中国学者だったわけで

す。 

アメリカと同じ価値観で 

あってはいけない 

  この人が、アメリカにとっての日本というの

を、例えば中国・ロシアがどう見てるかという

視点で書いたのが今の話です。日本人はだから、

このままでいけば、本当にアメリカのために上

手に使われるためだけの存在にされてしまう。 

何よりも、日本と中国は一衣帯水で隣の国です。

一方、アメリカは遠く離れた国です。アメリカ

にとって中国との戦争は、核のやりとりをしな

い限り、中国と戦争したからと言って痛くも痒

くもない。戦場は日本だからです。だから、日

本はアメリカと同じ価値観であってはいけな

いということです。アメリカとの同盟関係を即、

解消することはできなくても、やはりそれは日

本独自の対中国外交というのが存在しなけれ

ばいけないし、それはそれで石破政権にしても

全く考えてないわけではなくて、戦略的互恵関

係なんて言ってますから、まるっきりただ、ア

メリカに丸乗りしてるわけではないんでしょ

うけれども、ここのところを私たちは何よりも、

くさびというのか、独自の対中政策というのを

求めていく必要があるだろうと思います。憲法

については、やはり９条の形骸化に次ぐ形骸化

で建前に成り下がりつつあるとはいうものの、

交戦権を認められないということは極めて重

大です。ですから、いくら石破さんがリベラル

に見えようとも、その９条論にだけは与しては

いけないと、私は考えます。 

 

 

 

 

５名のスピーチについて 

司会 では斎藤さん、先ほど産業界から５人の

スピーチがありましたが、それに関する感想

からお願いします。 

斎藤  先ほど、朝鮮戦争やベトナム戦争と経済

との関係についてふれました。戦争は経済と

か産業と密接な関係があることは承知して

いましたが、こうして具体的に産業別の情勢

というか、経緯とか、それに抗うための取組

みを聞いていると、これは本当に多くの人に

関心をもってもらわなければいけないなと

思いました。どの産業も多くの人は何らかの

職業を持って、そこで給料をもらって生活し

てるわけですから、戦争には密接な関わりが

あるんだということを改めてみんなで学習

斎藤さんに対する質疑応答 
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してもらいたいし、我々も伝えていきたいと

思います。 

「マイナ保険証」は 

監視社会の基盤となる 

斎藤 先ほど、少し話し忘れたことで、経済と

か企業と戦争との関わりについて、最近、多

くの人に関心があることを少しお話しした

いと思います。 

  船員の方が予備自衛官になっていくとい

うお話がありましたが、ちょっと似たような

ことを最近見聞きしたなと思って思い出し

たのがマイナンバー保険証ですね。あれを普

及させるために、政府は病院とか薬局にお金

をばらまいて、実際の病院の窓口でマイナン

バーを保険証にしろということを進めさせ

ているわけです。マイナンバー保険証を持っ

た患者を増やした病院や薬局には補助金が

余計に出るんですね。だから、病院や薬局と

しては、従業員の人たちにあんたの給料の分

なんだからと言ってそれをやらせる。つまり、

正しいとは限らない国策、これだけ反対があ

ってトラブルが多く、はっきり言って国民総 

背番号体制ですから、我々一人一人の人格で

はなく、我々一人一人が単なる番号として扱

われるという社会を作るために、その病院の

職員が利用されている。こういうことが、す

でに戦争なんていう大きな話じゃなくても

少しずつ広がっているんだなということを、

我々は認識するべきだと思います。 

  

 

 

セキュリティクリアランスとは 

  それともう一つ、今年、成立してしまいま

したけれども、セキュリティクリアランスと

いう問題があります。つまり、国家の主要機

密に近づく可能性がある人、これは公務員に

限らず、民間のサラリーマンでも何でも、こ

のセキュリティクリアランスというのをか

ける。つまり、その人がどういう人物である

か、またその人にどういうバックグラウンド

があるかですから、本人だけではなく、本人

の思想・信条、経済的な状況、趣味嗜好だと

か、全て調べ上げる。調べ上げて何か国益に

対して不利益を働く可能性がある人は要職

につけないというような法律が決まりまし

た。これは前段階として去年、経済安全保障

推進法という法律、いわゆる経済安保法とい

うのができたんです。日々の経済活動でもっ

て安全保障を図るわけですから、できるだけ

中国とは取引しないとかですね。  

  そういう話なんですが、これができた時に

経団連と公安調査庁が合同でシンポジウム

を開きました。公安調査庁というのは、存在

はよく知られていても決して表に出てくる

ような機関ではなかったのが、経団連と組ん

でシンポジウムを開いた。その経済安保とい

うのがいかに国家安全保障にとって重要か

ということを訴えるシンポジウムだったん

ですが、ここにはＦＢＩも参加していました。

アメリカのＦＢＩです。そこではセキュリテ

ィクリアランスが先取りされてたわけです

が、いかに邪魔くさいやつは要職につけない

ようにするかと。要職につく可能性がある人

だけならまだしも、実際にはこれは拡大解釈

されて、学生の就職だとか、そういうことに

も必ず関わってきます。 

私の体験から 

   私事で言いますと、私の父はシベリア抑留

者だったんですね。1956 年、昭和 31 年の暮

れに帰ってきました。抑留者の中で最も長く
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シベリアにいた人の一人です。私は学校を出

た時にある大手化学メーカーへの入社が内

定してたんですね。それほどマスコミにこだ

わってなかったんで、入れてくれるならどこ

でもいいと思って内定を受け入れてたんで

す。当時、10 月１日が会社訪問解禁というこ

とになってたんです。けれども、ギリギリに

なって連絡が途絶えてしまった。電話して、

どうなったのかと尋ねたら、君はダメになっ

たと、あっさりと断られました。理由は言え

ないと電話を切られれました。 

  後に、週刊誌記者となって公安警察のネタ

元ができた時にちょっと聞いてみました。こ

んなことあったんだけど、どういうことだか

見当つきますかと。答は、それはもう簡単だ

と。斉藤さん、あんたの親父はシベリア帰り

だろう、シベリア帰りは基本的にソ連のスパ

イとして我々は見なすんだと。うちの親父は

零細な鉄くず屋だし小学校しか出てない、と

てもスパイなんかできる器じゃないですよ

と言ったら、そういう下層の階級の人間ほど

国家や資本に対してルサンチマン(注：強者

に愛する鬱屈した恨み)があるというふうに

我々は考える、と言うんですね。 

  なんかひどいこと言われたんですけども、

その時、私はやりたい仕事できてましたから

怒るよりもなるほどねって、ちょっと感心し

ちゃったんですが、当時はそうやってコソコ

ソやってたわけですよ。これからは法律がで

きちゃいましたから、学校出る段階でちょっ

とでも何か面倒そうなやつがいたら、それは

就職できないということになってくる。これ

こそ職業選択の自由にも関わるんだけれど

も、これも戦争の文脈では許されてしまうし、

むしろ合法化されて、それが当たり前だとシ

ンポジウムまで公安調査庁が表に出てくる

ぐらい、当たり前のことになりつつあること

にも、私たちは警戒すべきだじゃないかなと

いうふうに考えています。 

 

   朝鮮半島問題を考える 

司会 台湾有事について語られてるんですけ

ど、朝鮮半島問題はどんな風に考えたらいい

ですか。 

斎藤 危険性が去ったわけではないと思いま

すが、そこのところが日本で暮らす人間の非

常に都合の悪いところで、発信される情報が

すごく偏ってるんです。 

  その時のアメリカの都合でもってどこが

危ないとかどこが危なくないというのが決

まる。日本のメディアにはほとんど自分でそ

ういう問題設定をする能力がないという以

前に、その気がない。全てアメリカに与えら

れる問題設定に従うことが第一になってい

るので、今は中国が危ないと。中国の方が確

かに怖そうだから、そっちの方に話題に飛び

ついていくだけであって、その米中対立が激

しくなったから、朝鮮半島の南北対立がなく

なるというわけではないんだけれども、そこ

のところは自分たちなりに解釈していくし

かないと思います。 

  対中国という対立関係が激しくなった分、

いつの間にか、この前まで日本中が嫌ってた

韓国がなんかすごくいいお友達みたいにな

ってますよね。そのことだけ取ればいいこと

なんだけれども。だから、今、朝鮮半島でな

んか問題を起こしてる場合じゃないと。むし

ろ、日韓は対中国の文脈で協力しなきゃいけ

ないんだという。これもまた戦争の構造の中

にあるという。 

  100%良くて 100% 悪いということはないか

わりに、私たち一人一人がよほど考えていか

ないと、将来を見誤るなというふうに思いま

す。 

「台湾は中国の一部」論はどこへ 

司会 台湾有事について、確か日本もそうです

し、アメリカもそうですが、国交を回復した

時に台湾が中国の一部であると認めました。

今もその認識は変わってないと思うんです
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けれども、もし台湾有事と言って、いざ参戦

ってことになると、アメリカはどんな理屈で

それを整理するんですか。 

斎藤 本来であればアメリカだって一つの中

国の立場なんですよね。だから台湾に対して

は米軍は何か表立って協力はできていない

はずなんですが、そこのところはただ日本ほ

どはっきりしたことは言ってないんじゃな

かったかな？ 

  ですからアメリカの場合も、本来であれば、

台湾有事があろうがそれは内戦だというこ

とになるので、外国が出る幕ではないはずな

んですが、アメリカの立場で言うと世界の警

察官だと思ってますから。内戦であろうと、

それが台湾有事があればすぐそこから 100km

ぐらいしか離れてない与那国にも被害が及

ぶと。そうなれば、今度は日米安保の発動だ

とか、いろんな理屈をつけるんでしょう。 

  

 どっちにしても厄介なのは、沖縄の米軍基地

の存在感があまりにもでかいがために、否応

なく巻き込まれかねないということです。そ

れで、日本側もまたそれに決して抵抗してい

ない。これは 2021 年の暮れに共同通信がス

クープしたんですけれど、いざ台湾有事が起

きたら沖縄を戦場にするという共同作戦が

現実に計画されています。沖縄を戦場にして、

沖縄には何百とう島がありますから、ミサイ

ル部隊を次々に移動しながら、中国の軍艦を

攻撃するという計画まで、日米共同計画で策

定されている。共同通信がスクープしたんだ

けれども、他がまともな形では全然後追いを

していない。だから、共同通信の記事が載っ

ている地方紙の読者しか知らないままだと

いうところが非常に問題ですね。 

                  

以 上
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